
 

 

事 務 連 絡 

令和６年１月４日 

 

 利用団体各位 

 

独立行政法人国立青少年教育振興機構 

国立妙高少年自然の家 

所長 小林 朋広 

 

 

「令和６年能登半島地震」の発生に伴う当施設の状況及び 

利用のキャンセル等への対応について（お知らせ） 

 

 

 このたびの能登半島地震により亡くなられた方々に深く哀悼の意を表するとともに、被

害を受けられましたみなさまに心よりお見舞い申し上げます。 

被災地の一日も早い復旧・復興を心からお祈り申し上げます。 

 今回の地震の発生に伴う当施設の状況及び地震の影響による利用のキャンセル等への対

応について、下記のとおりお知らせします。利用に関してご不明な点、ご心配な点等があり

ましたら、下記担当までお問合せください。 

 

記 

 

＜当施設の状況について＞ 

当施設が立地する妙高市では最大震度５強を観測しましたが、当施設では現時点でこの

地震による施設・設備の被害はなく、通常どおり利用団体の受入を行っています。 

また、当施設にアクセスする近隣の北陸自動車道、上信越自動車道の通行止めは解消して

おり、最寄りの鉄道である北陸新幹線、えちごトキめき鉄道妙高はねうまラインも運転を再

開しております。なお、最新の状況については、各公共交通機関のＨＰ等をご覧ください。 

 

＜地震の影響による利用のキャンセル等の対応について＞ 

 今回の地震により人的・物的な被害を受け、予定通りの利用が困難となっている利用団体

におかれては、食事料金等の変更・キャンセル期限のルールを緩和し、極力負担が生じない

よう最大限柔軟に対応させていただきます。利用のキャンセルや、日程変更をご検討の場合

は、安全の確保や復旧作業に支障のない範囲で、できるだけ早急に下記担当までご相談くだ

さい。 

【本件担当】 

国立妙高青少年自然の家 事業推進係  

〒949-2235  

新潟県妙高市大字関山 6323-2  

TEL 0255-82-4321   

FAX 0255-82-4325  

Mail myoko-ji@niye.go.jp 

 


